
 

まちづくり協議会を開催し、事業に関する説明を受けました 

 

 
 
 

11 月 16 日（土）に芦屋市民センターにてまちづくり

協議会を開催し、芦屋市よりＪＲ芦屋駅南地区第二種市街

地再開発事業（以下「再開発事業」という）に関する説明

を受けました。当日は髙島市長にご出席いただきました。 

先月末の基本協定締結により、正式に特定建築者に決定

した東急不動産㈱の担当者の出席があり、顔合わせを行い

ました。その後、市より再開発事業の進捗状況及び今後の

予定について報告があり、市長と意見交換を行いました。 

(市の説明内容及び市長との意見交換内容につきましては

次頁以降をご覧ください。) 

 

髙島市長のご挨拶 

本日は「ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり協議会」におきまして、本市

の再開発事業について説明する機会を設けていただきありがとうござ

います。また、前回 9 月 28 日のまちづくり協議会では、急遽欠席と

なり申し訳ございませんでした。 

本日は、特定建築者に決まりました東急不動産㈱のご担当者の方に

もご出席をいただいております。これまで長らくの間、議会における予算否決や、特定

建築者の公募が不調となるなど、特に地権者の皆さまに対しては、大変なご迷惑とご不

安をおかけしてきましたが、ようやく事業が目に見える形で動いていく状況となってま

いりました。この再開発事業は、地域の交通課題を解決するだけでなく、市全体の魅力

向上につながる最も重要な公共事業であり、やり切らなければならないと考えていま

す。今後は、特定建築者ともしっかり連携して、一日でも早い完成を目指してまいりま

す。後ほど、意見交換の時間も設けております。限りある時間ではありますが、有意義

な時間にしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当日の様子（14 名出席） 

第 34 号 

 令和６年 11 月 



 

再開発事業の進捗状況及び今後の予定について 

 

 

 
 

【市からの報告事項】 

先月末に基本協定を締結し、正式に東急不動産㈱が特定建築者となりました。実施設計

はこれから始まりますが、設計にあたり特定建築者と譲受け予定者の皆様の協議の場も

近々ご案内させていただくことになると思います。着工は令和 8 年 1 月頃を目指して準備

を進めており、地下埋設物工事等も含めた周辺道路の工事についても、施工調整をしなが

ら順次進めていきます。今後一層工事が本格化してきますので、引き続きご理解とご協力

をお願いします。 

 

 
 
【主な意見と市長の回答】 

●騒音や振動等について近隣住民や業平町全体に配慮した工事の計画をされているのか。 

→（市長）工事にあたっては説明会を開くなど、適切に対応していきたい。 

●ビルの 3 階の公益施設は若者と高齢者が交流できるような施設にしてほしい。 

→（市長）公益施設については、市民にとってよりよいものを作れる場所にしたい。今後

はワークショップ等も検討しており、じっくりと市民と共に考えていきたい。 

●特定建築者の東急不動産㈱は一度辞退しており、当初も再公募時も応募は東急不動産㈱

1 者のみだったが、どのような経緯なのか教えてほしい。 

→（市長）応募の辞退は工事費の乖離や建築条件が原因であったため、条件を変更して他

の事業者に対しても周知した上で再公募を行ったが、結果として１者であった。 

●収用も検討せざるを得ないと前回部長から発言があったが、市長の考えはどうなのか。 

 まだ住み続けている地権者がいるのに、ビルの設計を進めていくとはどういうことか。 

５原則の中に「地権者の生活を守る」とあるが、我々も地権者ではないのか。 

→（市長）これまでもお話している通り、部長も私も、市を代表して発言している。当

然、任意契約が第一だが、既に契約している地権者の皆さまをいつまでもお待たせす

ることはできない。収用を含めたあらゆる選択肢を検討するとともに、設計等も進め

られることから進めていく段階に来ているという認識である。 

●都市整備課は寄り添ってくれていない。全く思いが伝わってこない。近隣の取引価格の

1/3 以下の額しか提示されないのに収用と言われても納得できない。 

→（市長）都市整備課の対応が行き届かないところがあるというのであれば、そこはお詫

びしたい。地権者の方々の希望と 100％合致させるのは難しいと思うが、法令に則

って出来る範囲でしっかり対応していきたい。 

 

芦屋市 都市政策部 都市基盤室 都市整備課 


